
当社の適時開示に係る社内の体制は次の通りです。

報 告

代表取締役

当社各部門責任者、子会社代表者
（各種情報の発生・決定、決算情報）

情報管理担当部門
＜経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、

経理部、法務・コンプライアンス部＞

情報の識別
・会社法及び 金融商品取引法に基づく法定開示事項並びに
東証適時開示制度に基づく重要事実
・その他、開示の必要を認める重要な情報

情報開示の内容・方法を検討

グループ管理統括担当取締役
＜経営企画部、コーポレートコミュニケーション部＞

情 報 開 示

報 告

指 示

取締役会

報 告

指 示

報 告


